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登録はこちら

ネットワーク

鶴岡⾷⽂化創造都市推進協議会（事務局：鶴岡市⾷⽂化創造都市推進課）住所: 鶴岡市⾺場町9-25 
電話: 0235-35-1185 FAX：0235-25-2990 メール：syokubunka@city.tsuruoka.yamagata.jp

派遣を受けるには、「料理⼈ネットワーク」への登録が必要です
次の3つに当てはまる⽅が対象です。
①鶴岡市内に勤務している料理⼈の⽅
②本市⾷⽂化の学習に意欲的な⽅
③鶴岡⾷⽂化創造都市推進協議会の事業に協⼒できる⽅

イタリア・パルマ
スペイン・デニア
韓国・全州
スペイン・バレンシア

①海外への移動費は必要ですか？
航空券など費⽤は派遣要請の都市や当協議会が負担するため、派遣さ
れる料理⼈が負担する費⽤はありません。
②帰国後、必要なことはありますか？
帰国後は、派遣先で学んだ料理、派遣のために創作した料理などを⾃
店舗で市⺠に提供していただくことをお願いしています。

中国・マカオ
中国・成都
タイ・プーケット
サウジアラビア・ブライダ

料理⼈ネットワークは、ユネスコ⾷⽂化創造都市等から本市料理⼈の派遣要請があった場合、希望する⽅
を派遣し、各国の料理⼈との交流を図ることで知識や技術向上を図る制度です


